
 

会議の名称 令和７年度第４回川越市医療問題協議会 

開催日時 令和８年２月９日（月） 14時 開会 14時 30分 閉会 

開催場所 川越市保健所 大会議室 

議長（委員長・

会長）氏名 
齊藤正身会長 

出席者（委員）

氏名（人数） 

齊藤正身会長、桐野忠副会長、増田俊和委員、松本吉郎委員、 

中野文夫委員、山内大輔委員、別宮好文委員、是松聖悟委員、 

吉田幸子委員、畑野花奈委員、高瀬紀子委員、村田一男委員、 

長峰す美子委員、柿田有一委員、海沼秀幸委員、吉敷賢一郎委員、

亀井美登里委員（17名） 

欠席者（委員）

氏名（人数） 
浅見篤委員（1名） 

事務局職員等 

職・氏名 

若林昭彦保健医療部長、丸山浩保健所長、北條克彦保健医療部副部

長兼保健医療推進課長、波立浩一保健所副所長兼保健総務課長、後

藤知美保健所参事、飯野雅史保健所参事兼健康管理課長、米山隆国

民健康保険課長、岩田裕美高齢・障害医療課長、福田英一保健予防

課長、小川貴幸食品・環境衛生課長、矢島晃衛生検査課長、千葉幸

子健康づくり支援課長、冨田雅子福祉部参事兼地域包括ケア推進課

長、冨岡文母子保健課長、三島菜波保健医療推進課副課長、矢島健

太保健医療推進課主任、佐藤良彦保健医療推進課主任、小川真由保

健医療推進課主任 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

⑴ 第四次川越市保健医療計画（原案）に対する意見公募の結果について 

⑵ 第四次川越市保健医療計画（最終案）について 

⑶ 答申（案）について 

４ 報告 

 ⑴ 川越市医療問題協議会条例の一部改正（案）について 

⑵ 川越市新型インフルエンザ等対策行動計画について 

５ その他 

６ 閉会 

配

布

資

料 

○次 第 

〇川越市医療問題協議会条例 

○川越市医療問題協議会委員名簿 

○資料１ 意見公募の結果について 

○資料２ 第四次川越市保健医療計画（最終案） 

〇資料３ 第四次川越市保健医療計画概要版 

〇資料４ 答申（案） 

〇資料５ 川越市医療問題協議会条例改正に係る新旧対照表 

〇資料６ 川越市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要 

〇参考１ 第四次川越市保健医療計画（原案）からの修正点一覧 

○参考２ 諮問書 

〇第三次川越市保健医療計画 
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議  事  の  経  過 

発言者 議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

１ 開会 

 ・過半数の委員出席による会議の成立を報告 

 ・資料確認 

２ 会長あいさつ 

 ・会議の公開 → 異議なし 

・傍聴者確認 → 傍聴希望者なし 

３ 議事 

⑴ 第四次川越市保健医療計画（原案）に対する意見公募の結果 

について 

 資料１「意見公募の結果について」に基づき説明。 

 

【説明に基づく質問・意見】 

→特になし 

 

 ⑵ 第四次川越市保健医療計画（最終案）について 

 資料２「第四次川越市保健医療計画（最終案）」、資料３「第四次

川越市保健医療計画概要版」、参考１「第四次川越市保健医療計画

（原案）からの修正点一覧」に基づき説明。 

 

【説明に基づく質問・意見】 

 →特になし 

 

⑶ 答申（案）について 

 資料４「答申（案）」、参考２「諮問書」に基づき説明。 

 

【説明に基づく質問・意見】 

 

何を審議したらよいか 

 

 答申（案）の内容について、文言や趣旨に問題がないかご意見を

いただきたいというのが一点目である。 

 

 言葉の使い方のところで、「より成果を高める改善に努めるこ

と」は少しぼやけているように感じる。「より一層成果を高められ

るよう改善に努めること」としてはいかがか。 

 

そのように修正させていただく。 

 

 二点目として、答申について三月下旬を予定しており、参加者を

確認したい。前回（第三次保健医療計画）は会長・副会長にご出席

いただいている。 

 

 会長・副会長でよいか → 異議なし 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

４ 報告 

⑴ 川越市医療問題協議会条例の一部改正（案）について 

資料５「川越市医療問題協議会条例改正に係る新旧対照表」に基

づき説明。 

 

【説明に基づく質問・意見】 

 →特になし 

 

 

⑵ 川越市新型インフルエンザ等対策行動計画について 

資料６「川越市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要に

基づき説明。 

 

【説明に基づく質問・意見】 

 →特になし 

 

平時から備えておかないと有事にどうしても慌てる。皆で協力し

て連携を取ってやっていければと思う。 

 

５ その他 

意見をもとに修正した「答申（案）」を紙ベースで配布。 

項目１の後段を「より一層成果を高められるよう改善に努めるこ

と」と修正をさせていただいた。この案をもって答申をさせていた

だく。 

 

６ 閉会 

  閉会 14時 30 分 

 

 


